
お
知
ら
せ

鶴
山
塾
休
日
相
談

悩
み
を
持
つ
子
ど
も
や
保
護
者

を
対
象
に
、
面
談
や
電
話
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

と
き
　
５
月
31
日
㈯
・
６
月
１
日

㈰
午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ
　
鶴
山
塾（
山
下
）

問
鶴
山
塾
☎
22
‐
２
５
２
３

悩
み
ご
と
無
料
相
談

労
働
、
福
祉
、
債
務
、
法
律
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み

ご
と
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。

と
き
　
月
・
水
・
金
曜
日
の
平
日

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
つ
や
ま
（
津
山
圏
域
雇
用

労
働
セ
ン
タ
ー
内
：
山
下
）

※
裁
判
や
実
務
依
頼
な
ど
の
場
合

は
、
費
用
要

問
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
つ

や
ま
☎
35
‐
２
４
３
３

弁
護
士
法
律
相
談

と
き
　
６
月
６
日
㈮
午
前
10
時
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
３
時

と
こ
ろ
　
環
境
生
活
課
（
市
役
所

１
階
１
番
窓
口
）

受
付
　
５
月
30
日
㈮
８
時
30
分
〜

※
予
約
要
・
無
料

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
７

福
祉
総
合
相
談
会

福
祉
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
に
応
じ
ま
す
。

と
き
　
６
月
11
日
㈬
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
会
館（
山
北
）

※
無
料

問
津
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
☎
23

‐
５
１
３
５

行
政
無
料
相
談

と
き
　
６
月
20
日
㈮
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

と
こ
ろ
　
津
山
市
総
合
福
祉
会
館

相
談
内
容
　
行
政
に
関
す
る
こ
と

問
岡
山
行
政
評
価
事
務
所
（
岡
山

市
）☎
０
８
６
‐
２
３
１
‐
４
３

２
２

住
宅
無
料
相
談

と
き
　
６
月
26
日
㈭
午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ

ー
相
談
内
容
　
新
築
・
増
築
・
改
築
・

建
築
工
法
・

シ
ッ
ク
ハ
ウ

ス
対
策
・
建

築
基
準
法
に

関
す
る
こ
と

な
ど

問
建
築
住
宅
課
☎
32
‐
２
０
９
９

「
相
談
」
は
22
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

農
業
委
員
会
委
員
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

と
き
　
５
月
23
日
㈮
午
前
10
時
〜

と
こ
ろ
　
市
役
所
２
階
大
会
議
室

対
象
　
立
候
補
予
定
者

問
選
挙
管
理
委
員
会
☎
32
‐
２
１

４
３

河
川
清
掃

地
域
環
境
の
美
化
運
動
を
推
進

す
る
た
め
、
河
川
清
掃
を
行
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き
　
６
月
１
日
㈰
午
前
７
時
〜

９
時

と
こ
ろ
　
吉
井
川
（
新
境
橋
〜
新

大
橋
）、
宮
川（
北
園
町
・
中
国

道
ボ
ッ
ク
ス
〜
新
大
橋
）、
藺い

田だ

川（
奥
田
中
・
中
国
道
ボ
ッ
ク
ス

〜
新
橋
）

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
５

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

受
給
資
格
の
更
新

７
月
以
降
も
引
き
続
き
給
付
を

受
け
る
た
め
に
は
、
次
の
期
間
に

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

期
間
　
６
月
２
日
㈪
〜
13
日
㈮

問
こ
ど
も
課
☎
32
‐
２
０
６
５
、

ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
課

心
身
障
害
者
医
療
費

受
給
資
格
の
更
新

７
月
以
降
も
引
き
続
き
給
付
を

受
け
る
た
め
に
は
、
次
の
期
間
に

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

期
間
　
６
月
２
日
㈪
〜
13
日
㈮

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32
‐
２
０
６
７

　

32
‐
２
１
５
３

農
地
法
許
可
申
請
の
締
切
日
変
更

農
地
法
許
可
申
請
の
締
め
切
り

日
は
毎
月
25
日
で
す
。

今
年
度
は
、
７
月
に
農
業
委
員

会
選
挙
が
行
わ
れ
る
た
め
、
６
月

の
締
め
切
り
日
が
変
わ
り
ま
す
。

６
月
の
締
め
切
り
　
６
月
16
日
㈪

（
７
月
審
査
分
）
　

問
農
業
委
員
会
事
務
局
（
市
役
所

４
階
農
業
振
興
課
内
）
☎
32
‐

２
１
５
９

農
地
を
取
得
す
る
際
の
下
限
面
積

耕
作
を
目
的
と
し
た
農
地
を
取

得
す
る
際
の
今
年
度
の
下
限
面
積

（
農
地
を
取
得
し
た
後
の
合
計
面

積
の
下
限
）
が
決
定
し
ま
し
た
。

下
限
面
積
　
30
ア
ー
ル

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
32
‐
２

１
５
９

下
水
道
排
水
設
備

指
定
工
事
店
登
録

要
件
　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
こ
と
①
県
内
に
営
業
所
が
あ

る
②
専
属
の
責
任
技
術
者
が
い

る
③
工
事
に
必
要
な
設
備
・
機

材
が
あ
る
④
市
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い

申
請
方
法
　
下
水
道
課
に
備
え
付

け
の
申
請
書
に
記
入
し
て
申
請

受
付
期
間
　
５
月
30
日
㈮
〜
６
月

30
日
㈪

問
下
水
道
課（
市
役
所
６
階
）☎
32

‐
２
１
０
０

津
山
東
公
民
館
利
用
開
始

東
津
山
、

林
田
、
城

東
地
区
の

生
涯
学
習

の
拠
点
と

な
る
「
津

山
東
公
民

館
」
が
完

成
し
ま
し

た
。

※
施
設
の
予
約
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
津
山
東
公
民
館（
川
崎
）☎
32
‐

１
５
１
１

た
め
池
の
維
持
管
理

梅
雨
や
台
風
の
季
節
が
近
づ
い

て
い
ま
す
。
防
災
の
た
め
に
次
の

こ
と
に
注
意
し
て
、
一
層
の
管
理

を
お
願
い
し
ま
す
。

・
定
期
的
に
巡
回
を
行
う

・
水
位
調
整
を
小
ま
め
に
行
う

・
水
路
や
堤
体
な
ど
の
草
刈
り
を

行
う

・
池
や
回
り
の
ご
み
を
取
り
除
く

な
ど

問
農
村
整
備
課
☎
32
‐
２
０
７
７
、

ま
た
は
各
支
所
産
業
建
設
課

（4月1日現在）

（納期限：6月2日㈪）

●軽自動車税

5月25日㈰ 午前9時～午後4時
納税課（市役所2階1番窓口）

日曜納税窓口

全期

 人口 104,958 人（前月比△360）
 男 50,130 人（同△208）
 女 54,828 人（同△152）
 世帯 44,485 世帯（同△10）

 転入 623人 転出 969人
 出生 83人 死亡 97人

3 月中のひとの動き

 5 月 の 納 税

「津山市新型インフルエンザ等
対策行動計画」を策定しました

国内で感染力の強い新型インフルエンザな
どが発生した場合の市の行動計画を策定しま
した。

質問： 新型インフルエンザなどが発生したら
どうするの？

答え： 感染の拡大を防止するため、国で決め
られた対処方針をもとに、市でも行動
計画に沿って生活支援などの対策を実
施していきます

質問：わたしたちはどうすれば良いの？
答え： 国や県、市が出す情報に注意しながら、

一人ひとりが感染予防・感染拡大防止
を心掛けてください

感染予防、感染拡大防止のためには
・手洗いと咳

せき

エチケットを行いましょう
・住民接種（予防接種）が始まると、国が予防
接種の優先順位などを決めます。ご協力を
お願いします
・日頃から災害対策と併せて、備蓄用品の確
認をしましょう
※発熱などの症状があり、感染が疑われる場
合は、美作保健所に設置される帰国者・接
触者相談センターまたは健康増進課までご
相談ください

 健康増進課☎32-2069

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

株式会社ホープ
☎092-716-1404

広報つやま広告募集
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